
貸借対照表における注記事項の充実について

＜改正前＞ ＜改正後＞

①重要な会計方針【新規】
（例）

○引当金の計上基準

・徴収不能引当金

・退職給与引当金 等

○その他

・リース取引の処理方法 等

②重要な会計方針の変更【新規】

①減価償却の累計額 ③減価償却の累計額

②徴収不能引当金の合計額 ④徴収不能引当金の合計額

③担保資産の種類及び額 ⑤担保資産の種類及び額

④退職給与引当金の算定方法

⑤翌会計年度以後の基本金への組入額 ⑥翌会計年度以後の基本金への組入額

⑦その他財政及び経営の状況を正確に
判断するために必要な事項【新規】
（例）

○有価証券の時価情報

○学校法人の出資会社に係る事項

（出資会社の概要等）

○偶発債務

（将来、学校法人の負担となる可能性のある係

争中の事件の損害賠償請求額など）

○後発事象

（決算日の翌日以後に発生した火災で被害の大

きいものなど）

○その他

財政及び経営状況の明確化


